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➢ 経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワーク
の推進等による記帳水準の向上に資するため、令和３年度税制改正において、

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関す
る法律」（以下「電子帳簿保存法」という。）及び関税法が大幅に改正されました。

➢ 本研修会におきましては、新法における電子データによる保存のための要件につ
いても紹介させていただきますので、是非とも電子帳簿等保存制度の活用を進め
ていただければ幸いです。

➢ なお、電子帳簿保存制度においては、保存方法として電子データのほかに電子計
算機出力マイクロフィルム（COM）での保存も規定されておりますが、採用している

企業がほとんどなく、照会もございませんので、本研修会では資料のみの紹介とさ
せていただきます。
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１．帳簿書類の備え付け及び保存について
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１．（１）帳簿書類の備え付け及び保存について

⚫ 輸出入者は、輸出入した貨物に関する品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備付け、帳簿及び
関係書類の保存が義務付けられています（輸出入申告に際し、税関に提出した書類は除きます。）。

⚫ 関税法の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿を「関税関係帳
簿」と、保存しなければならないこととされている書類を「関税関係書類」といいます。

3

輸出 輸入

対象者 貨物を業として輸出する者（本邦から出国す
る者がその出国の際に携帯して輸出する貨
物及び郵便物を除く。）

申告納税方式が適用される貨物を業として輸入す
る者

関税
関係
帳簿

記載事項 品名、数量、価格、仕向人の氏名（名称）、輸
出許可年月日、許可番号を記載（必要事項が
網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要
項目を追記したものでも可）

品名、数量、価格、仕出人の氏名（名称）、輸入許
可年月日、許可番号を記載（必要事項が網羅され
ている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記した
ものでも可）

保存期間 ５年間（輸出許可の日の翌日から起算） ７年間（輸入許可の日の翌日から起算）

関税
関係
書類

書類の
内容 仕入書及び輸出許可貨物に係る取引に関し

て作成し、又は受領した書類

輸入許可貨物の契約書、運賃明細書、保険料明細
書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作
成した仕出人との間の取引についての書類、その
他輸入の許可を受けた貨物の課税標準を明らかに
する書類

保存期間 ５年間（輸出許可の日の翌日から起算） ５年間（輸入許可の日の翌日から起算）
（関税関係帳簿への記載を省略する場合は７年間）

その他 既に帳簿を備え付けている輸出者は、その帳
簿に上記の記載事項を追記することにより、
帳簿として取り扱うことが可能

法人税法等の規定により帳簿書類を保存している
輸入者で、既に上記帳簿書類を保存している輸入
者は、新たに保存をする必要はありません。

※ 特例輸入者に係る全ての特例申告貨物及び特定輸出者に係る全ての特定輸出貨物についても同様に保存する必要があります。
この場合における輸入の帳簿書類に係る保存期間は、輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日から起算します。



１．（２）帳簿の記載事項の省略

✓ 関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が関税関係書類又は輸出入の
許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の関税関係帳簿への
記載を省略することができます。

✓ （輸入のみ）関税関係帳簿への記載を省略した場合における関税関係書類又は許
可書の保存期間は、関税関係帳簿と同様、７年間となりますのでご注意ください。
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品名 数量 価格 仕出人名 許可年月日 許可書番号

〇〇 100 2000USD （省略） 2021/8/6 12345678900

△△ 500 400000JPY （省略） 2021/8/27 98765432100

・・・ ・・・ ・・・ （省略） ・・・ ・・・

＜一部省略の例＞

輸入に係る帳簿の記載事項のうち、仕出人名については輸入許可書に記載されて
いることから、帳簿への記載を省略するといった運用も可能です。

（帳簿） （許可書抜粋）



１．（３）帳簿書類の整理

✓ 関税関係帳簿の記載事項と関税関係書類は、その関係が輸出入の許可書の番号
その他の記載事項により明らかであるように整理して保存することとされております。
なお、電磁的記録により保存する場合も同様です。
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＜帳簿に記載されている許可書の番号を書類に付す方法＞

＜帳簿と書類の双方に共通した番号（仕入書番号、契約書番号等）を付す方法＞



１．（４）帳簿書類の備え付け及び保存の特例（電子帳簿等保存）
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原則：書面による保存 特例：電磁的記録又はCOMによる備え付け及び保存

一定の要件を満たした場合

✓ 関税関係帳簿及び関税関係書類は、原則書面にて備え付け及び保存することとされておりますが、
一定の要件を満たした場合に限り、電磁的記録又はCOMによる備え付け及び保存に代えることが
できます。

➢ 帳簿及び書類を単にコンピュータで作成やスキャナで入力しただけでは、電子帳簿
等として認められません。

➢ それぞれ作成する種類や方法によって異なった要件（手続要件を含む。）が定めら
れております。

➢ 令和３年度税制改正によりこの要件などが大幅に変更となりましたので、次頁以降
で詳しく説明させていただきます。



２．改正電子帳簿保存制度について
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２.（１）電子帳簿等保存制度に係る法令改正の概要
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〇関税定率法等の一部を改正する法律（令和３年法律第12号）
（電子帳簿等保存制度に係る改正部分の施行日：令和４年１月１日）

【主な変更点】

① 関税法において、電子帳簿等保存制度に関する規定を新設
➢ 旧法下（※１）における関税関係帳簿等に係る電子帳簿等の保存については、関税法に
おいて電子帳簿保存法を準用しており、電子帳簿保存法の規定を関税関係帳簿等に即
して読み替えて適用しておりましたが、新法下（※２）においては、関税法において電子帳
簿等による保存等の規定が独自に設けられました。

② 電子帳簿等保存に係る事前承認制度の廃止
➢ 旧法下においては、帳簿書類を電磁的記録により備付け及び保存するためには、あらか
じめ税関長の承認を受ける必要がありましたが、新法下においては、当該承認を受ける
ことなく電磁的記録により備付け及び保存することができます。

③ 一定の要件に従って保存された電子帳簿において、当該電子帳簿に記録された事
項に関し過少申告があった場合、過少申告加算税を５％軽減（例：10％⇒5％）
➢ ５%軽減の適用を受けるためには、あらかじめ税関長に届け出る必要があります。

④ 関税関係書類の電磁的記録又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録に記録さ
れた事項に関し不正が把握されたときは、重加算税を10％加重（例：35％⇒45％）

※１ 令和３年度税制改正による改正前の関税法（同法施行令及び施行規則を含む。以下、この資料において同じ。 ）
※２ 令和３年度税制改正による改正後の関税法（同法施行令及び施行規則を含む。以下、この資料において同じ。 ）



２.（２）帳簿書類等の保存方法一覧
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種類 種類細分 作成方法等 保存方法 税関手続

データ保存
（電子帳簿等
保存制度適用）

紙保存

関税関係
帳簿

①優良帳簿（過少申
告加算税軽減の対
象となる電子帳簿）

自己が最初から一貫
してコンピュータで作
成

オリジナルの電子
データ

－ あらかじめ税
関長への届出
が必要

②優良以外の帳簿 自己が最初から一貫
してコンピュータで作
成

オリジナルの電子
データ

出力した紙

手書き作成など － オリジナルの紙

関税関係
書類

③作成書類 自己が一貫してコン
ピュータで作成

オリジナルの電子
データ

出力した紙

④書類のスキャナ保
存

手書き作成、
書面受領など

スキャンした電子
データ

オリジナルの紙 過去分重要書
類のデータ保
存は、あらか
じめ税関長へ
の届出が必要

取引情報 ⑤電子取引の取引
情報の保存

取引に関して受領し、
又は交付する書類、
メール本文など

オリジナルの電子
データ

出力した紙



２.（３）①優良帳簿（過少申告加算税軽減の対象となる電子帳簿）

10

✓ 関税関係帳簿について、優良帳簿の要件（別紙表１）を満たして電磁的記録又はCOMによる備付

け及び保存を行い、過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨を記載した届出書をあらかじ
め税関長に提出している輸入者について、その関税関係帳簿に記載された事項に関し、修正申告
又は更正があった場合には、過少申告加算税が５％軽減されます（例：10％⇒5％）。

✓ 帳簿に記載すべき事項の全部について、当該関税関係帳簿への記載を省略している場合におい
ては、過少申告加算税の軽減措置が適用されません（一部のみ記載を省略している場合は、適用
されます。）。

✓ 過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは過
少申告加算税の軽減措置が適用されません。

✓ 帳簿は日々の積み重ねで作成していくものですので、最初に入力を行った時点から一貫してコン
ピュータで作成してください。中途で手書き補正が発生しているものについては、電磁的記録等に
よる帳簿の備付け及び保存は認められません。

〇あらかじめ税関長への届出が必要

＜税関＞＜輸出入者＞

届出書を提出



２.（３）②優良以外の帳簿
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✓ 輸出入者は、関税関係帳簿のうち電子計算機（コンピュータ）を使用して作成している関税関係帳
簿については、一定の要件（別紙表１）の下で、電磁的記録又はCOMによる備付け及び保存が認
められます。

✓ 優良以外の帳簿（電子帳簿）の作成に当たっては、旧法下と異なり、税関手続は不要です（あらか
じめ税関長の承認を受ける必要はありません。）。優良帳簿以外の帳簿の要件を満たして電子帳
簿の備付け及び保存を開始した日を明確にしておいてください。

✓ 優良帳簿と同様に、最初に入力を行った時点から一貫してコンピュータで作成してください。中途で
手書き補正が発生しているものについては、電磁的記録等による帳簿の備付け及び保存は認め
られません。

〇税関手続は不要

＜税関＞

帳簿データ
⇒〇〇システムなど

〇帳簿の作成

最初の段階から一貫してコンピュータで入力

＜輸出入者＞
＜サーバ＞

＜輸出入者＞



２.（３）③作成書類

12

✓ 輸出入者は、関税関係書類のうち電子計算機（コンピュータ）を使用して作成している関税関係書
類については、一定の要件（別紙表２・表３）の下で、電磁的記録又はCOMによる保存が認められ
ます。

✓ 作成書類の保存に当たっては、旧法下と異なり、税関手続は不要です（あらかじめ税関長の承認
を受ける必要はありません。）。要件を満たして電子データによる作成書類の保存を開始した日を
明確にしておいてください。

✓ 作成書類の始めから終わりまでコンピュータで作成してください。中途で手書き補正が発生してい
るものについては、電磁的記録等による保存は認められません。

〇税関手続は不要

＜税関＞

〇〇データベース
（〇〇システム内）

〇作成した書類を保存

コンピュータで作成した電子データ（書類）を
データベース等に保存 ＜サーバ＞

＜輸出入者＞

＜輸出入者＞



２.（３）④書類のスキャナ保存
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✓ 輸出入者は、取引の相手先から受け取った仕入書等及び自己が作成したこれらの写し等の関税
関係書類について、一定の要件（別紙表４）の下で、書面による保存に代えて、スキャン文書によ
る保存が認められます。

✓ スキャナ保存に当たっては、旧法下と異なり、税関手続は不要です（あらかじめ税関長の承認を受
ける必要はありません。）。要件を満たして電子データによるスキャナ保存を開始した日を明確にし
ておいてください。

✓ スキャナとは、書面を電磁的記録に変換する入力装置をいい、いわゆる「スキャナ」や「複合機」と
して販売されている機器が該当するほか、スマートフォンやデジタルカメラ等による撮影もこれに含
まれます。

＜手書きの書類＞ ＜受領した書類＞ 〇〇データベース
（〇〇システム内） ＜サーバ＞

〇税関手続は不要

＜税関＞

〇スキャナ保存

＜スキャナ＞

＜輸出入者＞



２.（３）④書類のスキャナ保存
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✓ スキャナ保存の要件は、一般書類以外の書類（重要書類）と一般書類によって異なります。

〇過去分重要書類のスキャナ保存は税関長に届出書を提出

＜税関＞＜輸出入者＞

届出書を提出

書類の区分

一般書類以外の書類（重要書類） 一般書類

資金や物の流れに直結・連動する
書類

資金や物の流れに直結・連動しない
書類

（例） 帳簿への記載を省略した書
類、契約書、請求書、納品書、原
産地証明書など

（例） 見積書・注文書・検収書など

✓ スキャナ保存を開始する日前までに作成又は受領した書類であっても、電磁的記録の作成及び保
存に関する事務手続きを明らかにした書類の備え付けをすることで、保存することが可能です。

✓ ただし、一般書類以外の書類（スキャナ保存を開始する日前までに作成又は受領した書類の場合
は、「過去分重要書類」といいます。）につきましては、税関長に届出書を提出する必要があります。



✓ スキャナ保存は法令改正に伴い、以下の要件が廃止されています。
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1. 受領者等による署名の廃止

旧法下においては、書類を作成・受領する者（受領者等）が読み取りを行う場合には、その
書類に受領者等が署名を行った上で、その作成・受領後、特に速やかにタイムスタンプを付
すこととしておりましたが、新法下においては、書類への署名は廃止し、スキャナで読み取る
者が受領者であるか否かに関わらず、「受領後速やかに」タイムスタンプを付与することと規
定されました。

2. 相互牽制、定期検査、再発防止に関する規定の廃止
以下に掲げる規定が廃止されました。

２.（３）④書類のスキャナ保存について

① 相互牽制
スキャナ保存に関して相互に関連する各事務について、それぞれ別の者が行う体制
を構築する。

② 定期検査
スキャナ保存に係る各事務が正しく行われていることを独立した立場の者が定期的
に検査する体制を構築する（定期的な検査の終了まで原本を廃棄することができな
い。）。

③ 再発防止
スキャナ保存に係る処理に不備があると認められた場合に、その報告、原因究明及
び改善の方策の検討を行う体制を構築する。



２.（３）⑤電子取引の取引情報の保存について
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✓ 「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式に行う取引をいい、「取引情報」とは、貨物の取引
に関して受領し、又は交付する書類をいいます。

✓ 輸出入者が電子取引を行った場合には、一定の要件（別紙表５）の下で、その取引情報を電磁的
記録により保存しなければならないこととされております。なお、当該電磁的記録を書面又はCOM
に出力して保存することも認められます（※）。
（※ なお書き部分は、国税関係に係る電子取引の取引情報の保存の規定と異なりますのでご注意ください。）

✓ 電磁的記録による保存に当たっては、旧法下と同様、税関手続を行う必要はありません。
✓ 電子取引の取引情報の保存期間は輸出入許可日の翌日から５年間です。

〇税関手続は不要

＜税関＞

〇〇データベース
（〇〇システム内） ＜サーバ＞

〇電子メールなどの保存

＜取引相手＞ ＜輸出入者＞

メール 保存

＜輸出入者＞



（参考）検索機能の要件を満たした電子データの保存方法
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関税関係書類をスキャンしたデータや電子取引の取引情報にかかる電子データを保存する場合には、
一定の要件に従った保存が必要になりますが、このうち、検索機能の要件については、以下のような
方法で保存することで当該要件を満たすことができます。

＜電子データのファイル名に、規則性をもって内容を表示する方法＞

①ファイル名を「取引年月
日その他の日付」、「取引
先」、「取引金額」を含み、
統一した順序で入力。

②「取引の相手先」や「各
月」など任意のフォルダに
格納して保存。

（注）税関職員からダウンロードの求めがあった場合には、上記のデータについて
提出してください。



（参考）検索機能の要件を満たした電子データの保存方法
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＜電子データに番号を付して、内容については索引簿で管理する方法＞

①ファイル名に連番を入
力。

②表計算ソフトにより、保
存データに係る「取引年
月日その他の日付」、「取
引先」、「金額」の情報を
入力して一覧表を作成し、

当該表計算ソフトの機能
により、入力された項目間
で範囲指定、２以上の任
意の記録項目を組み合わ
せて条件設定をすること
が可能な状態とする。



３．税関手続きについて
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３.（１）過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書
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✓ 過少申告加算税の特例の適用を受けることを希望する輸入者は、令和４年１月１
日以降に「関税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の
特例の適用を受ける旨の届出書（国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に
係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書兼用）」を申告先税関の
輸入事後調査部門に２通（原本、届出者用）提出してください。

【留意事項】
• 左記の届出書は税関ホームページにも掲載
されております。

• 特例輸入担当部門（特例輸入者が関税関係
書類又は特例輸入関税関係書類に係る届
出を提出する場合に限る。）又は署所の窓
口担当部門へ提出することも可能です。

• 届出書を提出すべき税関が二以上ある場合
については、いずれか一の税関に提出を行
うことができます。

• 届出書の提出に当たって、プログラム（ソフト
ウェア）に関する資料を添付する必要はあり
ません。



３.（２）取りやめの届出書及び変更の届出書
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✓ 過少申告加算税の特例の適用を受けることを取りやめる場合は取りやめの届出
書をシステムを変更した場合（※）は変更の届出書を、申告先税関の輸入事後調
査部門に２通（原本、届出者用）提出してください。
（※） 使用するシステムの全面的な変更のほか、訂正又は削除の履歴の確保、検索機能の確保に係

るシステムの大幅な変更など



３.（３）過去分重要書類のスキャナ保存の適用届出書
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✓ 過去分重要書類のスキャナ保存を希望する輸入者は、「関税関係書類の電磁的
記録によるスキャナ保存の適用届出書（国税関係書類の電磁的記録によるスキャ
ナ保存の適用届出書兼用）（過去分重要書類）」を申告先税関の輸入事後調査部
門に２通（原本、届出者用）提出してください。

【留意事項】
• 左記の届出書は税関ホームページにも掲
載されております。

• 特例輸入担当部門（特例輸入者が関税関
係書類又は特例輸入関税関係書類に係る
届出を提出する場合に限る。）又は署所の
窓口担当部門へ提出することも可能です。

• 届出書を提出すべき税関が二以上ある場
合については、いずれか一の税関に提出を
行うことができます。



３.（４）電子帳簿等保存制度に関するお問い合わせ先
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【総合窓口】
〇 名古屋税関 調査部 特別関税調査官（第１担当）

TEL：052-654-4186
FAX:052-654-4233
Mail：nagoya-chosa-tokucho1@customs.go.jp

【専ら輸出のみを行っている事業者】
〇 名古屋税関 調査部 輸出調査第１部門

TEL：052-654-4201

【AEO制度を利用している事業者】
〇 名古屋税関 業務部 認定事業者管理官

TEL：052-654-4169


